
○　令和４年度決算(食料安定供給特別会計）

【農業経営安定勘定】

・歳入歳出決算の概要

124,186 241,636

105,941 54       

17,115 　　　－

107

31,200

278,551 241,691

・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合に

あってはその理由

 （一般会計からの繰入金の実績額）‥‥‥105,941百万円

 （予算に計上した繰入金の額）‥‥‥‥‥‥106,090百万円

 （相違した理由）

　予備費を使用しなかったこと等のため。

・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の

方法

　(剰余金の額）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥36,860百万円

　(剰余金が生じた理由）

　(剰余金の処理の方法）

Ⅲ　決算に関する情報

(単位：百万円）

歳　入 歳　出

食糧管理勘定より受入 農 業 経 営 安 定 事 業 費

一 般 会 計 よ り 受 入 事務取扱費業務勘定へ繰入

独立行政法人農畜産業振興 予 備 費

機構納付金

※百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には｢－｣で

　表示している。

　農業経営安定事業費において、農業経営安定事業収入減少影響緩和対策交付金
が対象農業者の収入減少幅が見込みを下回ったことにより、本交付金の支払が少
なかったこと等のため。

　農業経営安定勘定に生じた剰余金については、「特別会計に関する法律」第8条
第1項の規定により同勘定の令和５年度の歳入に繰り入れた上で、令和５年度以降
の農業経営安定事業収入減少影響緩和対策交付金等の財源に充てることとしてい
る。

雑 収 入

前 年 度 剰 余 金 受 入

合 計 合 計

※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。



【食糧管理勘定】

・歳入歳出決算の概要

393,579 463,657

646 27,252

191,162 125,481

234,000 0

12,605 179,000

14,927 －

846,921 795,392

・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合に

あってはその理由

　(一般会計からの繰入金の実績額) ‥‥‥‥ 191,162百万円

　(予算に計上した繰入金の額) ‥‥‥‥‥‥ 160,100百万円

　(相違した理由)

  　新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用による一般

  会計からの受入があったため。

・借入金等（借入金並びに公債及び証券の発行収入金）の額及び借入金等の額が予算

に計上した額と異なる場合にあってはその理由

　(証券発行収入金の額) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234,000百万円

　(予算に計上した証券発行収入金の額) ‥‥  244,500百万円

　(相違した理由)

  　麦の買入費が予定より少なかったこと等により、食糧証券の発行残高が予定

  より少なかったため。

・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の

方法

　(剰余金の額）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  51,528百万円

　(剰余金が生じた理由）

輸 入 食 糧 納 付 金 食 糧 管 理 費

（単位：百万円）

歳　入 歳　出

食 糧 売 払 代 食 糧 買 入 費

※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。

一 般 会 計 よ り 受 入 交付金等他勘定へ繰入

食 糧 証 券 収 入 融通証券等事務取扱費

一般会計へ繰入

雑 収 入 国債整理基金特別会計へ

繰入

前 年 度 剰 余 金 受 入 予 備 費

合 計 合 計

※百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には｢－｣で

　表示している。

　食糧管理勘定においては、年間を通じて随時米麦の売買を行っており、その資
金繰りは、売却収入をもって次回の買入れのための財源に充てることを原則とし
て、なお不足する場合には食糧証券を発行して、会計外から現金を借り入れて資
金を手当てしている。
　食糧管理勘定で生じる決算剰余金は、決算（3月31日）をまたぐ売却・買入があ
ることから、「通常の資金繰りの過程で年度末に一時的に生じる手持資金」を決
算剰余金として計上したもので、翌年度当初の米麦の買入れのために必要な財源
として使用するものであり、いわゆる通常の「余裕資金」ではない。
　令和４年度決算における剰余金については、年度内において支払った食糧買入
費等の支出に対して、食糧売払代等の収入が多かったことが主な要因である。



　(剰余金の処理の方法）

　

　(調整資金の残高(令和5年3月31日))‥‥‥  22,140百万円

　(調整資金の目的)

　(調整資金の水準)

　(米麦の売買)

【参考：品目（米・麦）別の決算額】

〈歳　入〉 〈歳　出〉

393,579 463,657

（ 米 等 ） 47,033 （ 米 等 ） 135,297

（ 麦 等 ） 346,546 （ 麦 等 ） 328,359

646 27,252

（ 米 等 ） 192 （ 米 ） 22,959

（ 麦 等 ） 454 （ 麦 ） 4,293

輸 入 食 糧 納 付 金 食 糧 管 理 費

　食糧管理勘定に生じた剰余金については、「特別会計に関する法律」第8条第1
項の規定により、同勘定の翌年度の歳入に繰り入れた上で、翌年度当初の米麦の
買入費等の財源に充てることとしている。

　「特別会計に関する法律」第133条の規定により食糧管理勘定の運営の健全化を
図るために食糧管理勘定に設置された調整資金は、食糧管理勘定で生じた損益と
業務勘定から移し整理された損益を整理する機能を持ち、必要に応じて一般会計から
必要額を受け入れることにより、食糧管理勘定の赤字繰越しを行わないこととしている。
　なお、各年度末の調整資金残高は、年度末に国が備蓄や日常的に行う売買のために
在庫として備蓄・保有する米麦（外国への貸付米を含む）の市場価格による評価額等の
資産から食糧証券発行残高等の負債を差し引いて得た額を表したものであり、現金で
保有しているものではない。

　各年度の予算編成において設定する年度末の調整資金の水準は、主要食糧の需
給及び価格が年度の途中において随時変動することを考慮して、米麦の売買等に
係る食糧管理勘定の赤字繰越しが生じることのないよう決定している。

・その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める
　事項

　国内米については、買入202玄米千トンと、売却201玄米千トンを実施
　輸入米については、買入761玄米千トンと、売却784玄米千トンを実施
　輸入小麦等については、買入4,833千トンと、売却4,833千トンを実施
　輸入飼料については、小麦12千トン、大麦1千トンの買入及び売却を実施

（単位：百万円）

食 糧 売 払 代 食 糧 買 入 費



【農業再保険勘定】

・歳入歳出決算の概要

75,810 68,740

再 保 険 料 769 賠 償 償 還 及 払 戻 金 2

一 般 会 計 よ り 受 入 63,576 再 保 険 金 19,771

前年度繰越資金受入 11,464 農業共済組合連合会等交付金 48,549

－ 家畜共済損害防止事業交付金 416

260 735

－ 

76,070 69,475

※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。
　 ※百万円未満の計数がある場合には｢0｣で表示し、該当計数が皆無の場合には｢－｣

　 　で表示している。

・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合に

　あってはその理由

　（一般会計からの繰入金の実績額）‥‥‥‥ 63,576 百万円

　（予算に計上した繰入金の額）‥‥‥‥‥‥ 63,761 百万円

　（相違した理由）

　 業務勘定において事務取扱費を要することが予定より少なかったこと等のため。

・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の

　方法

　（剰余金の額）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6,595 百万円

  （剰余金が生じた理由）

　　 農作物共済及び園芸施設共済において共済事故が少なかったこと等により、再保

 　険金を要することが少なかったこと等のため。

  （剰余金の処理の方法）

　　 歳計剰余金 6,595百万円から未経過再保険料（当年度に引き受けた再保険責任の

 　うち未経過部分に相当する額として繰り越す額： 4,827百万円）及び支払備金（当

　 年度の被害で年度内の支払に至らなかった再保険金に相当する額として繰り越す額

　 ： 8,968百万円）を差し引くと 7,200百万円の不足を生じる。

　 　この不足金は、「特別会計に関する法律」第134条第２項の規定により積立金から

　 補足することとした。

・令和４年度末における積立金の残高

　（積立金の残高（令和５年３月31日））‥‥ 189,717 百万円

　（令和４年度決算により補足する額）‥‥ 7,200 百万円

　（積立金の目的）

 　　農業再保険事業等を行う勘定の財務の健全性の観点から、将来発生し得る通常の

　 予測を超える危険が発生した場合においても再保険金等の十分な支払能力を確保す

　 るため。

　（積立金の水準）

　　 積立金の水準に関しては、民間保険会社の経営健全性を判断するための基準とし

 　ている「再保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」を「保険会社の資本金、

　 基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件」

 　（平成８年大蔵省告示第50号）を参考に試算している。民間保険会社の健全性の基

　 準を踏まえると、この水準が200％以上であることが望ましい。

積 立 金 よ り 受 入

(単位：百万円）

歳　入 歳　出

農 業 再 保 険 収 入 農 業 再 保 険 費 及 交 付 金

雑 収 入 事務取扱費業務勘定へ繰入

予 備 費

合 計 合 計



　（令和４年度末の積立金の水準）

　　 再保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率＝再保険金等の支払余力総額／

　　（通常の予測を超える危険に相当する額×1/2）×100

　　　①再保険金等の支払余力総額＝1,825億円(令和４年度決算処理後)

　　　②通常の予測を超える危険に相当する額＝3,229億円

　　　　ア　一般保険リスク＝57億円（保険金基準リスク…その他の保険を適用）

　　 　  （直近３年(R2～R4)の平均支払再保険金137億円×リスク係数41％）

　　　　イ　巨大災害リスク＝3,173億円（過去の再保険金等の支払実績等を基に算出）

　　    　(算定方法：総共済金額等×過去最大金額被害率×再保険割合(+年間超過損害分))

         (a)農作物共済＝8,071億円×23.1%(H5)×92.2%＝1,719億円

　　 　　(b)家畜共済＝16,577億円×4.9%(H5)×83.2%＝676億円

         (c)果樹共済＝487億円×6.6%(H5)×87.5%＝28億円

　 　　　(d)畑作物共済＝1,637円×10.9%(H5)×74.5%＝133億円

　　　　 (e)園芸施設共済＝10,269億円×2.1%(H5)×60.9%+20億円(H16)＝151億円

　 　　　(f)農業経営収入保険＝10,664億円×4.7%(R3)×92.8%＝465億円

　　　③再保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率＝①/（②×1/2）×100

　　　　≒113％

　　　※１ 令和４年度末時点の数値を基に算出。

　　　※２ 単位未満四捨五入のため計が一致しない場合がある。

・その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める

　事項

　　（保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等）

　　・共済掛金率及び保険料率の算定根拠

　　　「農業保険法」の規定により、農林水産大臣が定める共済掛金標準率及び保険料

　　標準率を下回らない範囲で農業共済組合等が事業規程等で定めることとされている。

　　　また、農林水産大臣が共済掛金標準率及び保険料標準率を定める際には、過去一

　　定年間（農業共済：20年（一部３年）、農業経営収入保険：10年)の被害率を基礎に、

　　長期的に収支が均衡するように定めることとしている。

　　・共済掛金率及び保険料率を見直す仕組み

　　 　｢農業保険法｣の規定により、原則として３年ごとに見直すこととされている。



　【参考：各共済等の歳入及び歳出決算の内訳】　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　　＜歳　　　入＞ 　＜歳　　　出＞

再 保 険 料 769 賠 償 償 還 及 払 戻 金 2

（ 農 作 物 ） 714 （ 農 作 物 ） 1

（ 家 畜 ） － （ 家 畜 ） －

（ 果 樹 ） 22 （ 果 樹 ） 0

（ 畑 作 物 ） 0 （ 畑 作 物 ） －

（ 園 芸 施 設 ） 32 （ 園 芸 施 設 ） 0

一 般 会 計 よ り 受 入 63,576 再 保 険 金 19,771

（ 農 作 物 ） 8,603 （ 農 作 物 ） 90

（ 家 畜 ） 32,155 （ 家 畜 ） 931

（ 果 樹 ） 1,058 （ 果 樹 ） 502

（ 畑 作 物 ） 3,458 （ 畑 作 物 ） 2,337

（ 園 芸 施 設 ） 3,914 （ 園 芸 施 設 ） 486

（ 収 入 保 険 ） 13,651 （ 収 入 保 険 ） 15,422

（事務取扱費財源） 735

前年度繰越資金受入 11,464 農業共済組合連合会等交付金 48,549

（ 農 作 物 ） 0 （ 農 作 物 ） 817

（ 家 畜 ） 1,061 （ 家 畜 ） 32,610

（ 果 樹 ） 556 （ 果 樹 ） 521

（ 畑 作 物 ） 2,077 （ 畑 作 物 ） 2,395

（ 園 芸 施 設 ） 1,283 （ 園 芸 施 設 ） 1,809

（ 収 入 保 険 ） 6,484 （ 収 入 保 険 ） 10,393



【漁船再保険勘定】
・歳入歳出決算の概要

漁船再保険収入 7,886 4,673

再保険料 -        漁船保険組合交付金 4,673

一般会計より受入 7,008 賠償償還及払戻金 -        

前年度繰越資金受入 877 再保険金 -        

積立金より受入 -        455

雑収入 0 -        

前年度剰余金受入 1,927

9,813 5,128

　

・

7,008百万円

7,023百万円

4,684百万円

　　

　

　 5,710百万円

　　

　　

漁船再保険費及交付金

事務取扱費業務勘定へ繰入

予備費

（積立金の目的）

※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。
※百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「-」で表
示している。

一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあっ
てはその理由

　（相違した理由）

　（予算に計上した繰入金の額）‥‥‥

　（一般会計からの繰入金の実績額）‥‥‥

　（剰余金の額）‥‥‥

　（剰余金が生じた理由）

（剰余金の処理の方法）

　（積立金の残高（令和5年3月31日））‥‥‥

　業務勘定において事務取扱費を要することが予定より少なかったため。

　歳計剰余金4,684百万円から未経過再保険料（当年度に引き受けた再保険責任のうち未
経過部分に相当する額として繰り越す額：877百万円）を控除すると、3,807百万円の剰
余が生じ、この剰余金から「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に
関する法律（平成23年法律第40号。以下「震災援助法」という。）」第34条第2項の規定
により令和５年度の一般会計の歳入に繰り入れる額1,927百万円を差し引くと、1,880百
万円の残額を生じた。（決算処理後の一般会計繰戻未済金残高：7,425百万円）
　この残額については、「特別会計に関する法律」第8条第1項の規定により翌年度の本
勘定の歳入に繰り入れることとした。

・令和４年度末における積立金の残高

　普通損害保険及び漁船船主責任保険において保険事故がなかったこと等により、再保
険金を要しなかったこと等のため。

・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法

　漁船再保険事業を行う勘定の財務の健全性の観点から、将来発生し得る通常の予測を
超える危険が発生した場合においても再保険金等の十分な支払能力を確保するため。

（単位：百万円）

歳　　　　入 歳　　　　出

合　　　　　計 合　　　　　計



　　

432億円

11億円

420億円

400億円

18億円

2億円

　

（保険種類毎の直近の保険金額を基に、過去最
大の危険率、政府の再保険責任割合等により算
出）

　イ　巨大災害リスク＝

・保険料率の算定根拠

　「漁船損害等補償法」第113条の4第2項等の規定により、農林水産大臣が定める保険料
率とされている。
　また、農林水産大臣が保険料率を定める際には、過去20年間の危険率を基礎に、長期
的に収支が均衡するように定めることとしている。

　概ね３年毎に定期的に危険率の見直しを行い、必要に応じて再保険料率を改定するこ
ととしている。

・保険料率を見直す仕組み

（積立金の水準）　

　積立金の水準に関しては、民間保険会社の経営健全性を判断するための基準としてい
る「再保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」を「保険会社の資本金、基金、準
備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件」(平成8年大
蔵省告示第50号）を参考に試算している。民間保険会社の健全性の基準を踏まえると、
この水準が200％以上であることが望ましい。
　ただし、本勘定においては、平成26年4月1日に施行された「特別会計に関する法律等
の一部を改正する等の法律」（平成25年法律第76号）による勘定統合により積立金を保
有しているものの、一方で東日本大震災被害に係る再保険金の支払財源不足に充てるた
め、震災援助法に基づき一般会計から財源を繰り入れ、本勘定において決算剰余金が生
じた場合には、予算で定めるところにより繰入金額に達するまで一般会計に繰り入れる
こととされている。
　このため、今後、一般会計繰戻未済金の解消を図った上で、必要水準まで積み立てて
いくこととしている。

（参考）再保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率（ソルベンシー・マージン比率）
　　　200％に相当する支払余力総額（＝通常の予測を超える危険に対応する額）

（ア＋イ）

（保険料基準リスク…船舶保険等を適用）

・その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項

支払余力総額（通常の予測を超える危険に対応する額）＝

　　③漁船積荷保険＝

　　②漁船船主責任保険＝

　　①普通損害保険＝

　ア　一般保険リスク＝ 

（保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等）



【漁業共済保険勘定】
・歳入歳出決算の概要

13,332 22,794

保険料 -        漁業共済組合連合会交付金 5,433

一般会計より受入 10,566 賠償償還及払戻金 -        

前年度繰越資金受入 2,765 保険金 17,360

11,700 94

雑収入 0 1,170

- 

25,032 24,058

　

・

10,566百万円

10,579百万円

　

　 973百万円

　

　　（剰余金の処理の方法）

　

　 －

9,924百万円

・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法

　（剰余金の額）‥‥‥

　（剰余金が生じた理由）

　特定養殖共済の前年度に受け入れた保険料のうち期間が満了していない保険料の受入
れが予定より多かったこと等のため。

　歳計剰余金973百万円から未経過保険料（当年度に引き受けた保険責任のうち未経過部
分に相当する額として繰り越す額：2,357百万円）、支払備金（保険金のうち年度内の支
払に至らなかった保険金等に相当する額として繰り越す額8,540百万円）を差し引くと
9,924百万円の不足を生じた。
　このため、歳計剰余金973百万円のうち、未経過保険料に210百万円を、支払備金に763
百万円を充当することとした。
　この不足金は、補足すべき積立金がないのでこのまま決算を結了した。
(参考：一般会計繰戻未済金残高：25,385百万円）

　（令和４年度決算により積立金から補足すべき額）‥‥‥

・令和４年度末における積立金の残高

　（積立金の残高（令和5年3月31日））‥‥‥

（積立金の目的）

　漁業共済保険事業を行う勘定の財務の健全性の観点から、将来発生し得る通常の予測
を超える危険が発生した場合においても保険金等の十分な支払能力を確保するため。

一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあっ
てはその理由

　（一般会計からの繰入金の実績額）‥‥‥

　（予算に計上した繰入金の額）‥‥‥

　（相違した理由）

　業務勘定において事務取扱費を要することが予定より少なかったこと等のため。

予備費

合 計

事務取扱費業務勘定へ繰入

漁業共済保険費及交付金

国債整理基金特別会計へ繰入

※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。
※百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「-」で表
示している。

（単位：百万円）

歳　　　　入 歳　　　　出

借入金

漁業共済保険収入

合 計



380億円

17億円

362億円

123億円

97億円

88億円

53億円

　

　　

　概ね3年毎に定期的に被害率の見直しを行い、必要に応じて基準共済掛金率を改定する
こととしている。

（共済種類・保険区分毎の直近の引受共済金額
を基に、過去最大の危険率、政府の保険責任割
合等により算出）

　ア　一般保険リスク＝ 

　イ　巨大災害リスク＝

・その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項

（保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等）

・共済掛金率の算定根拠

　「漁業災害補償法」第112条第1項等の規定により、農林水産大臣が定める基準共済掛
金率を下回らない範囲で漁業共済組合が共済規程で定めることとされている。
　また、農林水産大臣が基準共済掛金率を定める際には、過去10年間の被害率を基礎
に、長期的に収支が均衡するように定めることとしている。

・共済掛金率を見直す仕組み

　　①漁獲共済＝

　　②養殖共済＝

　　③特定養殖共済＝

　　④漁業施設共済＝

（参考）再保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率（ソルベンシー・マージン比率）
　　　200％に相当する支払余力総額（＝通常の予測を超える危険に対応する額）

支払余力総額（通常の予測を超える危険に対応する額）＝ （ア＋イ）

（保険料基準リスク…その他の保険を適用）

（積立金の水準）　

　積立金の水準に関しては、民間保険会社の経営健全性を判断するための基準としてい
る「再保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」を「保険会社の資本金、基金、準
備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件」(平成8年大
蔵省告示第50号）を参考に試算している。民間保険会社の健全性の基準を踏まえると、
この水準が200％以上であることが望ましい。
　ただし、本勘定においては、これまでも赤潮の異常発生や台風等自然災害により財源
不足となり複数回一般会計より財源繰入を受けている上に、東日本大震災時にも震災援
助法に基づき一般会計より財源繰入を受けており、本勘定において決算剰余金が生じた
場合には、繰入金額に達するまで一般会計に繰り入れることとされている。
　このため、今後、一般会計繰戻未済金の解消を図った上で、必要水準まで積み立てて
いくこととしている。



【業務勘定】

・歳入歳出決算の概要

2,634 3,115

930 　　　－

3,565 3,115

・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の

方法

　(剰余金の額）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　　449百万円

　(剰余金が生じた理由）

　(剰余金の処理の方法）

　業務勘定に生じた剰余金については、「特別会計に関する法律」第8条第1項の
規定により、同勘定の翌年度の歳入に繰り入れた上で、翌年度の事務取扱費の財
源に充てることとしている。

　業務勘定においては、消費税の還付により雑収入として８億円を受け入れたこ
と等により、歳出を上回る歳入があったことが主な要因である。

合 計 合 計

※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。

※百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には｢－｣で

　表示している。

雑 収 入 予 備 費

(単位：百万円）

歳　入 歳　出

他 勘 定 よ り 受 入 事 務 取 扱 費



【国営土地改良事業勘定】

・歳入歳出決算の概要

5,737 4,022

7,536 774

1,415

576

5 0

375

0

5,468

　　　－

14,231 11,681

・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合に

あってはその理由

(一般会計からの繰入金の実績額）‥‥‥‥5,737百万円

(予算に計上した繰入金の額）‥‥‥‥‥‥5,834百万円

(相違した理由）

　事業計画の変更により、翌年度への繰越工事があったこと等のため。

・借入金等(借入金並びに公債及び証券の発行収入金)の額及び借入金等の額が予算

に計上した額と異なる場合にあってはその理由

・(借入金の額）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥576百万円

　(予算に計上した借入金の額）‥‥‥‥‥800百万円

　(相違した理由）

・(公債発行収入金の額）‥‥‥‥‥‥‥‥　　－

・(証券発行収入金の額）‥‥‥‥‥‥‥‥　　－

土地改良事業費負担金収 土地改良事業工事諸費

(単位：百万円）

歳　入 歳　出

一 般 会 計 よ り 受 入 土 地 改 良 事 業 費

入 土地改良事業費負担金

借 入 金 等収入一般会計へ繰入

雑 収 入

前 年 度 剰 余 金 受 入

国債整理基金特別会計へ

繰入

東日本大震災復興土地改
良事業費負担金等収入

東日本大震災復興土地改
良事業費負担金等収入一
般 会 計 へ 繰 入

別 会 計 へ 繰 入
東 日 本 大 震 災 復 興 特

予 備 費

合 計 合 計

※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。

※百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には｢－｣で

　表示している。

　事業計画の変更により、翌年度への繰越工事があったこと等のため。



・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の

方法

　(剰余金の額）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2,549百万円

　(剰余金が生じた理由）

　(剰余金の処理の方法）

食料安定供給特別会計の決算に関するお問い合わせ先

（農業経営安定勘定）
（内線）5155

（食糧管理勘定）
（内線）4979

（農業再保険勘定）
（内線）5270

（漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定）
（内線）6639

（業務勘定）
（内線）3348

（国営土地改良事業勘定）
（内線）5472

経営局保険課決算係

水産庁漁業保険管理官経理第2係

大臣官房予算課特別会計第1係

農村振興局総務課特別会計第1係

農産局穀物課経営安定対策室特別会計決
算係

農産局総務課会計室決算第1係

　　　　農林水産省（代表）03-3502-8111  

　各地区毎の執行見込額に基づき歳出の財源を確保したにもかかわらず、事業費
が繰越となったことが主な要因である。

　国営土地改良事業勘定に生じた剰余金については、「特別会計に関する法律」
附則第67条第3項において読み替えられた「特別会計に関する法律」第8条第1項の
規定により同勘定の翌年度の歳入に繰り入れた上で、翌年度以降の事業費等の財
源に充てることとしている。


